
 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人技能実習生の実習実施者に対する 

平成 31年・令和元年の監督指導等の状況を公表します 

～労働基準関係法令違反が認められたのは 75.0%～ 

佐賀県には、令和元年 10 月末時点で 2,744 名（前年 10 月末 2,366 名から 378 名増加）の外国

人技能実習生が在留しており、年々増加傾向にあります。 

佐賀労働局（局長 加藤博之）では、外国人技能実習生を雇用する事業場（以下「実習実施者」

という。）に対する監督指導等により、外国人技能実習生の労働条件・安全衛生の確保に従来から

取り組んでおり、昨年の監督指導の実施結果を取りまとめました。（詳細は別紙参照） 

 

佐賀労働局における外国人技能実習生に係る監督指導等の概要 

１ 監督指導状況（平成 31年・令和元年） 

■ 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した 96 事業場のうち

72事業場（75.0％）。 

■ 主な違反事項は、①使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準（27.1％）、②労

働時間（14.6％）、③割増賃金の支払（9.4％）の順に多かった。 

 

２ 労働災害発生状況 

■ 休業４日以上の労働災害は、５件（うち死亡災害は０件）発生している。 

 

 

労働局や労働基準監督署では、監理団体や実習実施者に対し、労働基準関係法令などの周知・

啓発に努めるとともに、労働基準関係法令違反の疑いがある実習実施者に対しては監督指導を実

施するなど、引き続き、出入国在留管理局や県内の外国人支援機関等の関係機関と連携を図りな

がら、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。 

なお、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、

送検を行うなど厳正に対応していきます。 

 

【別紙】外国人技能実習生に係る実習実施者に対する監督指導等の状況 

【参考】（別表１)国籍別・在留資格別外国人労働者数 

【参考】リーフレット「外国人の雇用に関するセミナーを開催します」（主催：佐賀県） 
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外国人技能実習生に係る実習実施者に対する監督指導等の状況 

１ 監督指導状況 

⑴ 平成 3１年・令和元年に佐賀労働局管内の労働基準監督署において、実習実施者に

対して９６件の監督指導を実施し、その 75.0％に当たる 72 件で労働基準関係法令

違反が認められた。 

 

＜注＞違反は実習実施者に認められたものであり、日本人労働者に係る違反も含まれる。  

⑵ 主な違反事項は、①使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準（２７.１％）、

②労働時間（１４.６％）、③割増賃金の支払（９.４％）の順に多かった。 

 
＜注＞ 違反事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、各違反事項の件数の合計と

違反事業場数とは一致しない。 
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 ⑶ 監督指導事例には、以下のようなものがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 労働災害発生状況  

  平成 3１年・令和元年の外国人技能実習生に係る休業４日以上の労働災害は、５件発生

している。 
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＜概 要＞ 

 技能実習生計 18名に対して、寮退去時の費用を労使協定なく、毎月の賃金か

ら控除していた。 

＜指導内容＞ 

 不払賃金について是正勧告した。 

 （併せて差額について遡及払を指導） 

 

 

＜概 要＞ 

 仮設していた吊り足場板を降ろす作業中、ワイヤーから足場板がすり抜け、技

能実習生の方へ足場板が落下した。同技能実習生は負傷したが、直撃は避けら

れ、また、保護帽を着用していたため命に別条はなかった。 

＜指導内容＞ 

  物体の飛来による危険を防止するための設備を設ける等の措置を是正勧告し

た。 

事例２  

足場材が落下し、被災した事案 

事例１  

賃金から労使協定なく控除していた事案 








